
平成２６年草加市議会１２月定例会 市長提出議案等一覧 

【議案】 

第 ８２号議案 専決処分の承認を求めることについて［平成２６年度草加市一般会

計補正予算（第４号）］ 

第 ８３号議案 平成２６年度草加市一般会計補正予算（第５号） 

第 ８４号議案 平成２６年度草加市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

第 ８５号議案 平成２６年度草加都市計画新田西部土地区画整理事業特別会計補正

予算（第２号） 

第 ８６号議案 平成２６年度草加都市計画事業新田駅西口土地区画整理事業特別会

計補正予算（第２号） 

第 ８７号議案 平成２６年度草加市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

第 ８８号議案 平成２６年度草加市水道事業会計補正予算（第１号） 

第 ８９号議案 草加市地域経営委員会条例の制定について 

第 ９１号議案 市長、副市長及び草加市教育委員会教育長の給与の特例に関する条

例の制定について 

第 ９２号議案 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

第 ９３号議案 草加市総合福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の

制定について 

第 ９４号議案 草加市子育て支援センター設置及び管理条例及び草加市児童発達支

援センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

第 ９５号議案 草加市重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

第 ９６号議案 草加市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

第 ９７号議案 草加市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準等を定める条例の制定について 

第 ９８号議案 草加市地域包括支援センターの人員等に関する基準を定める条例の

制定について 

第 ９９号議案 草加市暴力団排除支援基金条例の制定について 

第１００号議案 草加市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

第１０１号議案 草加駅西口駅前広場改修工事請負契約の締結について 

第１０２号議案 草加市役所第二庁舎建設工事（建築工事）請負契約の締結について 

第１０３号議案 草加市役所第二庁舎建設工事（機械設備工事）請負契約の締結につ

いて 



第１０４号議案 草加市役所第二庁舎建設工事（電気設備工事）請負契約の締結につ

いて 

第１０５号議案 指定管理者の指定について 

第１０６号議案 指定管理者の指定について 

第１０７号議案 市道路線の廃止について 

第１０８号議案 市道路線の認定について 

第１０９号議案 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第１１０号議案 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

【報告】 

第 ２４号報告 専決処分の報告について 

第 ２５号報告 専決処分の報告について 

第 ２６号報告 専決処分の報告について 

第 ２７号報告 専決処分の報告について 

 

【請願】 

請願第  ２号 家賃改定ルールの変更をやめ、安心して住み続けられる家賃制度を

求める請願書 
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議 案 

第８２号議案 専決処分の承認を求めることについて［平成２６年度草加市一般会計補正

予算（第４号）］ 

68,245,122千円

74,866千円

68,319,988千円

補正予算の主な内容

　歳　入 (千 円)

款 補　正　額

１３ 国庫支出金 74,866 74,866

合　　　　　計 74,866

　歳　出 (千 円)

款 補　正　額

 ２ 総務費 74,866 74,866

 　　 合　     計 74,866

①衆議院議員総選挙執行

平成２６年度草加市一般会計補正予算  （第４号） 

　　補正前の歳入・歳出予算額　   　　   

　　補正後の歳入・歳出予算額　   　　   

　　歳入・歳出補正予算額　　　　    　  　

※丸番号については、歳出事業と歳入の特定財源を表したもの

　    　主　　　な　　　内　　　容

①衆議院議員選挙費委託金

　    　主　　　な　　　内　　　容
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第８３号議案 平成２６年度草加市一般会計補正予算（第５号） 

68,319,988千円
719,270千円

69,039,258千円
補正予算の主な内容

　歳　入 (千 円)

款 補　正　額

 １３ 国庫支出金  580,650 47,092

△ 727

△ 3,814

38,857

499,242

 １４ 県支出金 40,703 23,546

△ 364

△ 1,907

19,428

 １７ 繰入金 97,917 97,917

合　　　　　計 719,270

　歳　出 (千 円)

款 補　正　額 特定財源

 １ 議会費 △ 8,089 4,628

△ 12,717

 ２ 総務費 △ 9,388 △ 14,388

5,000

 ３ 民生費 875,538 △ 61,124

2,592

①②
⑥⑦

92,730

10,848

10,285

③④
⑧⑨

70,087

4,760

1,641

78,061

⑤ 665,658

 ４ 衛生費 △ 123,528 △ 3,536

△ 114,170

△ 5,822

　    　主　　　な　　　内　　　容

①　障害者介護給付費・訓練等給付費負担金

②　療養介護医療費負担金

③　障害児介護給付費・訓練等給付費負担金

④　障害児通所支援給付費負担金

⑤　生活保護費等負担金

平成２６年度草加市一般会計補正予算（第５号）

　　補正前の歳入・歳出予算額　   　　   

　　歳入・歳出補正予算額　　　　    　  　

　　補正後の歳入・歳出予算額　   　　   

※丸番号については、歳入の特定財源及び歳出の充当先事業を表したもの。

　    　主　　　な　　　内　　　容

・人件費　[職員課]

・議会事務事業［庶務課］

・人件費　[職員課]

・生活安全推進事業［くらし安全課］

⑥　障害者介護給付費・訓練等給付費負担金

⑦　療養介護医療費負担金

⑧　障害児介護給付費・訓練等給付費負担金

⑨　障害児通所支援給付費負担金

・財政調整基金繰入金

・放課後児童健全育成事業［子育て支援課］

・子育て支援センター及び児童発達支援センター運営事業［子育て支
援センター］

・生活保護関係事業［福祉課］

・生活保護事業［福祉課］

・人件費　[職員課]

・廃棄物処理事業［廃棄物資源課］

・人件費　[職員課]

・障害社会福祉施設管理運営事業［障がい福祉課］

・重度心身障害者医療費支給事業［後期高齢者・重心医療課］

・自立支援給付事業［障がい福祉課］

・介護保険特別会計繰出金［長寿・介護福祉課］

・障害児家庭支援事業［子育て支援課］

・し尿処理事業［廃棄物資源課］
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款 補　正　額 特定財源

 ５ 労働費 △ 1,059 △ 1,059

 ６ 農林水産業費 △ 1,273 △ 1,273

 ７ 商工費 △ 791 △ 791

 ８ 土木費 △ 71,520 △ 26,057

△ 8,724

△ 9,265

△ 27,474

 ９ 消防費 48,026 48,026

 １０　教育費 11,354 1,753

4,877

4,724

 　　 合　      　計 719,270

  新規設定分 放課後児童健全育成事業 繰越額　　　　4,760千円

　追加（新規設定分） 草加市物産・観光情報センター指定管理事業（平成２６年度～平成３１年度）

限度額　　　119,835千円

　追加（新規設定分） スポーツ振興事業（公園体育施設管理運営・整備事業）（平成２６年度～平成２８年度）

限度額　　　145,907千円

　追加（新規設定分） 道路舗装改良事業（平成２６年度～平成２７年度）　　　　　　　　　 限度額　　　116,662千円

　追加（新規設定分） 排水路整備事業（平成２６年度～平成２７年度）　　　　　　　　　　 限度額　　　105,516千円

　追加（新規設定分） 排水施設整備事業（平成２６年度～平成２７年度）　　　　　　　　　　 限度額　　　　9,450千円

・学校就学援助事業（中学校）［学務課］

・繰越明許費の設定

・債務負担行為の補正

・新田西部土地区画整理事業特別会計繰出金 [地域整備課]

・新田駅西口土地区画整理事業特別会計繰出金　[地域整備課]

・公共下水道事業特別会計繰出金　[河川課]

・人件費　[職員課]

・人件費　[職員課]

・学校就学援助事業（小学校）［学務課］

　    　主　　　な　　　内　　　容

・人件費　[職員課]

・人件費　[職員課]

・人件費　[職員課]

・人件費　[職員課]

 



- 4 - 

第８４号議案 平成２６年度草加市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

平成２６年度草加市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）　

6,864,038千円

-27,474千円

6,836,564千円

補正予算の主な内容

　歳　入 (千 円)

款  補　正　額

 ４ 繰入金 △ 27,474 △ 27,474

　　   合    　　計 △ 27,474

　歳　出 (千 円)

　　　　   款  補　正　額

 １ 総務費 △ 27,474 △ 27,474

　　   合    　　計 △ 27,474

・人件費 [職員課]

　　歳入・歳出補正予算額　　　　    　  　

　　補正後の歳入・歳出予算額　   　　   

　    　主　　　な　　　内　　　容

・一般会計繰入金

　    　主　　　な　　　内　　　容

　　補正前の歳入・歳出予算額　   　　   

 

 

第８５号議案 平成２６年度草加都市計画新田西部土地区画整理事業特別会計補正予算

（第２号） 

平成２６年度草加都市計画新田西部土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号）　

487,776千円

-8,724千円

479,052千円

補正予算の主な内容

　歳　入 (千 円)

　　　　   款  補　正　額

 ３ 繰入金 △ 8,724 △ 8,724

　　 合      　　計 △ 8,724

　歳　出 (千 円)

　　　　   款  補　正　額

 １ 総務費 △ 8,724 △ 8,724

　 　合　       　計 △ 8,724

・一般会計繰入金

　    　主　　　な　　　内　　　容

・人件費 [職員課]

　　補正前の歳入・歳出予算額　   　　   

　　歳入・歳出補正予算額　　　　    　  　

　　補正後の歳入・歳出予算額　   　　   

　    　主　　　な　　　内　　　容
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第８６号議案 平成２６年度草加都市計画事業新田駅西口土地区画整理事業特別会計補正

予算（第２号） 

平成２６年度草加都市計画事業新田駅西口土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号）

604,492千円

-9,265千円

595,227千円
補正予算の主な内容

　歳　入 (千 円)

　　　　   款  補　正　額

 ４ 繰入金 △ 9,265 △ 9,265

　　 合      　　計 △ 9,265

　歳　出 (千 円)

　　　　   款  補　正　額

 １ 総務費 △ 9,265 △ 9,265

　 　合　       　計 △ 9,265

・人件費 [職員課]

　　歳入・歳出補正予算額　　　　    　  　

　　補正後の歳入・歳出予算額　   　　   

　    　主　　　な　　　内　　　容

・一般会計繰入金

　    　主　　　な　　　内　　　容

　　補正前の歳入・歳出予算額　   　　   

 

 

第８７号議案 平成２６年度草加市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

平成２６年度草加市介護保険特別会計補正予算（第２号）

11,828,084千円

12,102千円

11,840,186千円

補正予算の主な内容

　歳　入 (千 円)

款  補　正　額

 ３ 国庫支出金 1,817 1,817

 ７ 繰入金　 10,285 10,285

　 　合　　       計 12,102

　歳　出 (千 円)

款  補　正　額

 １ 総務費 12,102 12,102

　 　合　       　計 12,102

 ・ 介護保険事業費補助金

 ・ その他一般会計繰入金（事務費等繰入金）

　    　主　　　な　　　内　　　容

 ・ 電算委託料

　　補正前の歳入・歳出予算額　   　　   

　　歳入・歳出補正予算額　　　　    　  　

　　補正後の歳入・歳出予算額　   　　   

　    　主　　　な　　　内　　　容

 

 

第８８号議案 平成２６年度草加市水道事業会計補正予算（第１号） 

・債務負担行為 (千円)

Ｎｏ． 限度額

1 85,600

平成２６年度草加市水道事業会計補正予算（第１号）

新規設定分

事　項　(　期　間　)

施設改良事業　　 （平成２６年度～平成２７年度）　　　　
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第８９号議案 草加市地域経営委員会条例の制定について 

１ 目的 

  少子高齢化の進展、人口減少社会の到来等の社会環境の変化に対応した持続可能な質

の高い市民サービスを提供するとともに、まちの魅力や付加価値を高め地域の豊かさを

創出する地域経営の取組を推進するため、草加市地域経営委員会を設置するものです。 

２ 内容 

⑴ 所掌事務 

次の事項を所掌するものとします。 

ア 市長の求めに応じ、地域経営に関し必要な事項を調査審議し、意見を述べること。 

イ その他地域経営の取組に関し必要な意見を述べ、又は助言を行うこと。 

⑵ 組織 

委員６人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱します。 

ア 経営者 

イ 知識経験者 

ウ 市民の代表者 

⑶ 任期 

委員の任期は、２年とし、再任を妨げないものとします。 

３ 施行期日等 

⑴ 施行期日 

  平成２７年１月１日から施行します。 

⑵ 草加市行財政改革推進委員会条例の廃止 

草加市地域経営委員会の設置に伴い、草加市行財政改革推進委員会を廃止します。 
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第９１号議案 市長、副市長及び草加市教育委員会教育長の給与の特例に関する条例の制

定について 

１ 目的 

市の財政状況等に鑑み、市長、副市長及び草加市教育委員会教育長の給料月額を引き

下げるものです。 

２ 内容 

⑴ 市長の給料月額 

市長の給料月額を、平成２７年１月１日から平成３０年１２月１１日までの間、次

のとおり引き下げます。 

１，０４０，０００円 → ８３２，０００円（２０％減額） 

⑵ 副市長の給料月額 

副市長の給料月額を、平成２７年１月１日から平成３０年１２月３１日までの間、

次のとおり引き下げます。 

８７５，０００円 → ７８７，５００円（１０％減額） 

⑶ 教育長の給料月額 

教育長の給料月額を、平成２７年１月１日から平成３０年１２月３１日までの間、

次のとおり引き下げます。 

７５０，０００円 → ７１２，５００円（５％減額） 

３ 施行期日等 

⑴ 施行日 

   平成２７年１月１日から施行します。 

⑵ この条例の失効 

 この条例は、平成３０年１２月３１日限り、その効力を失います。 
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第９２号議案 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

１ 目的  

平成２６年度人事院勧告に鑑み、一般職の職員の給料月額、通勤手当の額及び勤勉手

当の支給率並びに特定任期付職員の給料月額及び期末手当の支給率を引き上げるもので

す。 

２ 内容及び施行期日 

 ⑴ 給料表の改定 （平成２６年４月１日適用） 

 行政職給料表 一般会計実質改定率 （平均０．４％） 

              改定額 （平均１，２６４円） 

 ⑵ 通勤手当の改正（平成２６年４月１日適用） 

交通用具利用者の通勤手当を使用距離区分に応じて、６００円～７，１００円引き

上げます。（使用距離が片道１０キロメートル未満は改定なし。） 

 ⑶ 期末・勤勉手当支給率の改正 

ア 平成２６年度１２月期勤勉手当（平成２６年１２月１日適用） 

 (ア) 再任用以外の職員 １００分の６７．５ → １００分の８２．５ 

 (イ) 再任用職員    １００分の３２．５ → １００分の３７．５ 

イ 平成２７年度以降（平成２７年４月１日施行） 

 (ア) 再任用以外の職員 

  ６月期勤勉手当  １００分の６７．５ → １００分の７５ 

  １２月期勤勉手当 １００分の８２．５ → １００分の７５ 

 (イ) 再任用職員 

  ６月期勤勉手当  １００分の３２．５ → １００分の３５ 

  １２月期勤勉手当 １００分の３７．５ → １００分の３５ 
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第９３号議案 草加市総合福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

１ 目的及び内容 

高年者デイサービスを行う事業者の増加に鑑み、総合福祉センターにおける事業を総

合的に勘案し、同センターの施設のうち高年者デイサービスセンターの廃止を行うもの

です。 

２ 施行期日 

平成２７年４月１日から施行します。 

 

第９４号議案 草加市子育て支援センター設置及び管理条例及び草加市児童発達支援セン

ター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について 

１ 目的 

児童福祉法の一部改正に伴い、条文の所要の整備を行うものです。 

２ 内容 

引用条文の移動 

３ 施行期日 

  平成２７年１月１日から施行します。 

 

第９５号議案 草加市重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

１ 目的 

  埼玉県重度心身障害者医療費支給事業補助金交付要綱の一部改正に鑑み、支給対象者

の範囲の見直しを行うものです。 

２ 内容 

⑴ 支給対象者として、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は特別の理由によ

り精神障害者保健福祉手帳を所持していない者で、精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律施行令に定める１級の障害を有するものを新たに加えます。（精神病床に入

院した際の一部負担金は対象外） 

⑵ ６５歳以上で新たに重度心身障害者となったものを支給対象から除外します。 
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３ 施行期日等 

⑴ 施行期日 

ア 新たに精神障害者を支給対象者に加える改正 平成２７年１月１日 

イ ６５歳以上で新たに重度心身障害者となった者を支給対象から除外する改正 平

成２７年４月１日 

⑵ 経過措置 

平成２７年３月３１日の時点で重度心身障害者であった者は、引き続き支給の対象

とします。 

 

第９６号議案 草加市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

１ 目的 

  健康保険法施行令の一部改正に伴い、出産育児一時金を改定するものです。 

２ 内容 

出産育児一時金を「３９０，０００円」から「４０４，０００円」に改定します。 

なお、草加市国民健康保険に関する規則に規定する加算額を改定することにより、合

計額は変更しないものとします。 

 出産育児一時金 
加算額として保険者が

定める額 
［規則第２９条の４］ 

合  計 

改正前 ３９０，０００円 ３０，０００円 ４２０，０００円 

改正後 ４０４，０００円 １６，０００円 ４２０，０００円 

３ 施行期日 

平成２７年１月１日から施行します。 
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第９７号議案 草加市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

の制定について 

１ 目的 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関

する法律による介護保険法の一部改正に伴い、従来、介護保険法施行規則（厚生労働省

令）で定められていた指定介護予防支援等の事業の人員、運営等に関する基準等を、地

域の実情を踏まえて新たに定めるものです。 

２ 内容 

指定介護予防支援事業の人員、運営等に関する基準等のうち、「省令に従うべき基準」

とされているもの（従業者の基準及び員数、当該事業の運営に関する事項として利用す

る要支援者のサービスの適切な利用及び処遇、安全の確保並びに秘密の保持等に密接に

関連するもの）については厚生労働省令の例によるものとしますが、「参酌すべき基準」

とされている事項のうち、次に掲げる事項については厚生労働省令を参考に検討した結

果、市の独自基準として新たに加えるものとします。 

なお、平成２４年１２月制定の「草加市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準等を定める条例」においても同様の基準を定めています。 

⑴ 指定介護予防支援事業者の資格 

指定介護予防支援事業者は、役員等又は事業所の従業員等に草加市暴力団排除条例

に規定する暴力団員、暴力団関係者が含まれない法人とすることとします。 

⑵ 運営規程 

厚生労働省令で掲げる運営規程に定める事項として、「個人情報の取扱い」を新た

に加えます。 

⑶ 勤務体制の確保等 

厚生労働省令では、介護従事者の資質の向上を図るために研修の機会を確保するも

のとしていますが、より一層の資質向上を図るため、研修計画の作成及び当該研修の

実施に係る努力規定を新たに加えます。 

⑷ 書類の保存年限 

厚生労働省令では、利用料に関する書類の保存年限は２年となっていますが、地方
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自治法では介護報酬の返還請求権が５年と定められていることを考慮し、保存年限を

５年とする規定を新たに加えます。 

３ 施行期日 

平成２７年４月１日から施行します。 

 

第９８号議案 草加市地域包括支援センターの人員等に関する基準を定める条例の制定に

ついて 

１ 目的 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関

する法律による介護保険法の一部改正に伴い、従来、介護保険法施行規則（厚生労働省

令）で定められていた地域包括支援センターの人員等に関する基準を新たに定めるもの

です。 

２ 内容 

地域包括支援センターの人員等に関する基準のうち、職員に係る基準及び当該職員の

員数については「省令に従うべき基準」とされていることから、厚生労働省令で定める

基準によるものとし、「参酌すべき基準」とされているその他の事項（支援に当たって

の基本的な方針）についても厚生労働省令を参考に検討した結果、厚生労働省令の内容

と同じ基準を定めることとしたものです。 

３ 施行期日 

  平成２７年４月１日から施行します。 

 

第９９号議案  草加市暴力団排除支援基金条例の制定について 

１ 目的 

  本市における暴力団排除活動に係る支援に要する費用を積み立てるため、暴力団排除

支援基金を設置するものです。 

２ 内容 

⑴ 基金として積み立てる金額は、寄附金その他予算で定めるものとします。 

⑵ 基金は、本市における暴力団排除活動の支援を目的とする事業に要する経費に充て

る場合に限り、処分することができるものとします。 

３ 施行期日 

  公布の日とします。 
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第１００号議案 草加市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

１ 目的 

  消防法施行令の一部改正に伴い、多数の者の集合する屋外における大規模な催しを主

催する者に対し、防火責任者の選任、火災予防上必要な業務の計画の作成等を義務付け

るものです。 

２ 内容 

 ⑴ 大規模な催しにおける防火管理の義務化 

ア 指定催しの指定 

消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者が集合する屋外の催しのうち

大規模なもので、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるお

それがあると認めるものを「指定催し」として指定するものとします。 

イ 火災予防上必要な業務に関する計画の作成等 

指定催しの主催者は、「防火担当者」を定め、火災予防業務の実施体制の確保、

対象火気器具等への消火準備、火災発生時の消火活動等に関する計画（火災予防上

必要な業務に関する計画）を作成し、当該計画に基づき業務を行わなければならな

いものとします。 

 ⑵ 露店等を開設する際の届出義務の拡大 

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して、対象火

気器具等を使用する露店等を開設しようとする場合は、消防署への事前の届出を義務

付けます。 

⑶ 罰則 

指定催しに係る火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかった場合、指定催

しの主催者に対して、３０万円以下の罰金を科します。 

３ 施行期日 

  平成２７年４月１日から施行します。また、施行日から１４日以内に終了する催しに

ついては、改正後の規定は適用しないものとします。 
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第１０１号議案 草加駅西口駅前広場改修工事請負契約の締結について 

１ 目的 

 駅前広場内の交通処理の円滑化、バリアフリー化等を図るため、草加駅西口駅前広場

改修工事を施工するものです。 

２ 契約方法：一般競争入札 

３ 契約の金額：２２０，３２０，０００円 

４ 契約の相手方：ナガヤス・立花特定建設工事共同企業体 

          代表構成員 埼玉県草加市青柳八丁目５７番４３号 

                ナガヤス工業株式会社 

                 代表取締役 大根田 長 政 

          構 成 員 埼玉県草加市青柳七丁目４９番１８号 

                有限会社立花建設工業 

                 代表取締役 立 花 盛 雄 

５ 工事概要 

 ⑴ 工事場所：草加市氷川町内（草加駅西口駅前広場） 

 ⑵ 工事路線：市道３０９３５・３０９３６号線 

 ⑶ 工事内容 

バス停留所（乗場）３箇所、バス停留所（降場）２箇所、バス待機所１箇所、障害

者用乗降場１箇所、タクシー乗場１箇所、照明灯２箇所、シェルター５箇所、道路（広

場）拡張他 

６ 工期：本契約締結の日から平成２８年３月３１日まで 

７ 入札：公告年月日 平成２６年９月２６日 

入札日時 平成２６年１０月２１日 午前１１時 
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第１０２号議案 草加市役所第二庁舎建設工事（建築工事）請負契約の締結について 

第１０３号議案 草加市役所第二庁舎建設工事（機械設備工事）請負契約の締結について 

第１０４号議案 草加市役所第二庁舎建設工事（電気設備工事）請負契約の締結について 

１ 目的 

建物の老朽化等を解消し、市民サービスの向上及び事務の効率化を図るため、第二庁

舎を建て替えるものです。 

２ 契約方法：一般競争入札 

３ 契約の金額及び相手方 

⑴ 建築工事 

・契約金額 １，０４４，７９２，０００円 

・契約の相手方 北野・ムサシ特定建設工事共同企業体 

          代表構成員 埼玉県さいたま市大宮区三橋二丁目５６８番地１ 

                北野建設株式会社埼玉営業所 

                 所長 村 田 有 三 

          構 成 員 埼玉県草加市吉町五丁目１番２号 

                ムサシ建設工業株式会社 

                 代表取締役 松 田 龍 美 

⑵ 機械設備工事 

・契約金額 ２４３，０００，０００円 

・契約の相手方 竹内セントラル・今泉水道特定建設工事共同企業体 

          代表構成員 埼玉県草加市苗塚町４３８番地１６ 

                竹内セントラル株式会社 

                 代表取締役 安 部 勝 雄 

          構 成 員 埼玉県草加市谷塚上町４８３番地３ 

                株式会社今泉水道 

                 代表取締役 今 泉 夫佐子 

⑶ 電気設備工事 

・契約金額 ２５７，０４０，０００円 

・契約の相手方 三英・東武特定建設工事共同企業体 
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          代表構成員 埼玉県戸田市美女木９７２番地 

                三英電業株式会社北関東支店 

                 支店長 古 賀 智 英 

          構 成 員 埼玉県草加市弁天五丁目３４番１３号 

                東武電設株式会社 

                 代表取締役 長 山 丈 夫 

４ 工事概要 

 ⑴ 敷地面積：１，６８６．３４㎡ 

 ⑵ 建築面積：１，１１８．９０㎡ 

 ⑶ 延床面積：４，１３９．２９㎡（１階駐車場部分３３４．７９㎡含む。） 

 ⑷ 構造規模：鉄骨造５階建 

 ⑸ 最高高さ：２３．３５ｍ 

５ 工期：契約締結日から４５０日間 

６ 入札：公告年月日 平成２６年１０月１０日 

入札日時 ⑴ 建築工事 平成２６年１１月６日 

          ⑵ 機械設備工事 平成２６年１１月１１日 

          ⑶ 電気設備工事 平成２６年１１月１１日 

 

第１０５号、第１０６号議案 指定管理者の指定について 

 

管理を行わせる施設 指定管理者 期間 

草加市物産・観光情報セ

ンター 

草加市高砂二丁目７番１号 

アコス株式会社 

 代表取締役 田中 和明 

平成27年4月1日から

平成32年3月31日ま

で（5年間） 

そうか公園テニスコート、

そうか公園多目的運動広

場、そうか公園キャンプ場

及び工業団地公園野球場 

草加市瀬崎六丁目３１番１号草加

市スポーツ健康都市記念体育館内 

公益財団法人草加市体育協会 

 会長 松本 厚 

平成27年4月1日から

平成29年3月31日ま

で（2年間） 
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第１０７号議案 市道路線の廃止について 

次のとおり市道を廃止するものです。（合計１７路線） 

⑴ 寄附による路線延長      市道１０３９６号線ほか８路線 

⑵ 路線を延長          市道１０６５３号線 

⑶ 路線を短縮          市道１０６６２号線ほか４路線 

⑷ 一般交通の用に供しない    市道３０６０４号線ほか１路線 

 

第１０８号議案 市道路線の認定について 

次のとおり市道を認定するものです。（合計６０路線） 

⑴ 寄附による路線延長      市道１０３９６号線ほか８路線 

⑵ 路線を延長          市道１０６５３号線 

⑶ 路線を短縮          市道１０６６２号線ほか４路線 

⑷ 寄附             市道１１６０４号線ほか４４路線 

 

第１０９号議案 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

教育委員会委員井出健治郎氏は、平成２７年１月２４日をもって任期満了となるので、

引き続き同氏を教育委員会委員に任命したく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第４条第１項の規定により、議会の同意を求めるものです。 

 

第１１０号議案 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

人権擁護委員高橋昌夫氏は、平成２７年３月３１日をもって任期満了となるので、引き

続き同氏を人権擁護委員に推薦したく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会

の意見を求めるものです。 
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報 告 

第２４号報告 専決処分の報告について 

１ 事故の概要 

平成２６年４月２３日午後２時２０分頃、維持補修課の職員が公務のため道路維持

作業車で市道１０１２号線を走行中、草加市青柳五丁目３７番３号地先において道路

維持作業車に積載していた溶接用マスクが落下し、軽貨物自動車と接触し、軽貨物自

動車を運転していた者を負傷させたものです。 

２ 損害賠償の額 

  ６３３，８１８円 

３ 専決処分日 

  平成２６年１０月８日 

 

第２５号報告 専決処分の報告について 

１ 事故の概要 

平成２６年７月２８日午前９時３０分頃、廃棄物資源課の職員が公務のため塵芥
じんかい

車を

市道に停車させる際、門柱に接触し、門柱を損傷したものです。 

２ 損害賠償の額 

  ３２４，０００円 

３ 専決処分日 

  平成２６年１０月３１日 

 

第２６号報告 専決処分の報告について 

１ 事故の概要 

 平成２６年８月４日午前１１時４５分頃、子ども政策課の職員が公務のため公用車を

草加市立勤労青少年ホームの駐車場に停車させる際、同駐車場に駐車していた普通自動

車と接触し、車両を損傷したものです。 

２ 損害賠償の額 

  ２６７，２０５円 

３ 専決処分日 

  平成２６年１０月３１日 
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第２７号報告 専決処分の報告について 

１ 事故の概要 

平成２６年３月３０日午後１時３０分頃、草加市立草加中学校の野球部の生徒が打っ

た野球ボールが、校庭に設置されている防球ネットを越えて、以前から自宅の屋根に何

度も落下し、屋根瓦を損傷したと連絡があり、同年５月２３日午後４時頃、学務課及び

施設課の職員が立会いの上、現場の確認を行ったところ、生徒が打った野球ボールの落

下による屋根瓦の損傷箇所を複数確認したものです。 

２ 損害賠償の額 

  ７８２，７０７円 

３ 専決処分日 

  平成２６年１１月１１日 


